森林の土地の所有権について

令和 　　年 　　月 　　日　
四万十町長　 中尾　博憲  殿

住　所　　　　　　　　　　　　　　　
氏　名　　　　　　　　　　　　　　　


本届出の対象の森林の土地について、登記簿上の所有者は　　　　　　　　　　　　　ですが、令和　　　 　年　　　　　月　　　　　日に土地所有者である　　　　　　　　　氏から　　　　　　　　　　が口頭契約により購入したため、現在の所有者は届出者である　　　　　　　　　　　　です。


※森林法施行規則
　（伐採及び伐採後の造林の届出）
第九条　法第十条の八第一項の届出書は、伐採を開始する日前九十日から三十日までの間に提出しなければならない。
３　第一項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
四　届出の対象となる森林の土地の登記事項証明書（これに準ずるものを含む。）

